
令和４年７月２２日（金） 

国土交通省中部地方整備局 

新丸山ダム工事事務所 

私たちは不当要求を許さない！！ 
～不当要求に対する連携を強化「新丸山ダム建設事業暴力団等排除対策協議会」を開催～ 

 

１．概 要 

新丸山ダム工事事務所、木曽川水系ダム統合管理事務所、関西電力株式会社丸山・笠置発

電所改良工事所及びその受注者は、事業における反社会的勢力等による不当要求行為、介入

行為を防止するため「新丸山ダム建設事業暴力団等排除対策協議会」を令和３年度に設立し

ました。 

今般、協議会においてご支援を受けている岐阜県警察、岐阜県弁護士会民事介入暴力被害

者救済センター及び岐阜県暴力追放推進センターとの情報共有と連携強化を図るため通常総

会を開催します。 

 

２．新丸山ダム建設事業暴力団等排除対策協議会の令和４年度通常総会の開催 

日 時：令和４年７月２９日（金）１４時００分～１５時３０分 

場 所：新丸山ダム工事事務所 会議室及びＷＥＢ会議 

出 席 者：岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課 

     岐阜県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター 

     岐阜県暴力追放推進センター 

     中部地方整備局新丸山ダム工事事務所、同木曽川水系ダム統合管理事務所 

     関西電力(株)丸山・笠置発電所改良工事所 ほか 

 

３．配 布 先：岐阜県政記者クラブ，美濃加茂市政記者クラブ，可児記者クラブ 

 

４ 参 考：新丸山ダム建設事業については，当事務所ウェブサイトで紹介しています。 

      https://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/index.html 

 

５ そ の 他： 当日、取材を希望される報道関係者の方は、別紙１にご記入頂きＦＡＸにてお申

込み願います。 

開催に当たりましては、新型コロナウィルス感染防止対策（マスク着用、手指消

毒、発熱等の症状がある場合は不参加、人との距離を確保等）を徹底いたします。

出席者様におかれましても御協力をお願いいたします。 

 

６ 問合せ先：国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 

副所長 蒲生 忠勝   総務課長 安井 江吏子 

電話 0574-43-2780（代表） 

 

 

 

https://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/index.html


別紙１ 

取材申込書 
新丸山ダム建設事業暴力団等排除対策協議会Ｒ４通常総会 

 

 

 

貴 社 名 
 

 

 

 

 

参加者名（代表者） 
 

 

 

 

 

 

連絡先電話番号等 
 

ＴＥＬ：（    ）    －       

ＦＡＸ：（    ）    －       

携帯（緊急用）：（   ）    －      

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 

参 加 人 数 
 

 

               人 

 

 

 

その他 

（ご要望等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 事 項 

１． 総会については、非公開にて行い、取材は冒頭の挨拶と

事業者の事業概要報告までとします。 

２． お車で参加を希望される場合は、「その他」欄に“○台

駐車希望”とご記入願います。 

 

送 信 先 
 

 

新丸山ダム工事事務所 総務課 
 

 

ＦＡＸ番号 
 

 

０５７４－４３－２７８１ 
 

 

申込期限：令和４年７月２７日（水）１７：００までにお申込み頂きますようお願い致します。 

 

 

 



《案内図》 

国土交通省中部地方整備局新丸山ダム工事事務所 

岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１ 

 

 

 

《事務所敷地》 

 

来客者用駐車場 

事務所庁舎 


